
「関西広域連合の規約について」に対する附帯決議

県当局は、関西広域連合の今後の運営に当たり、次の事項に十分配慮すべ

きである。

１ 広域連合は、そのまま道州に転化するものではないこと。

２ 人口が多い中心部に偏ることなく、各地域の個性を連携させて、関西圏

全体の発展に資する施策及び事業を展開すること。

３ 関西圏全体の発展及び関西広域連合のより効果的な運営を図るため、不

参加県等の参加を促すよう努めること。

以上、決議する。
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